
令和８年度　市町村における協会経費負担および協会経費単価について

＜基本的な考え方＞　

①製品プラ等の再商品化に直接関係のない費用（特定事業者に関する費用）は市町村が負担する費用から除く。

②製品プラ等の再商品化に関する費用として明確に区分が可能な費用（ベール品質調査費と製品分析費）は市町村

   負担とし、令和７年度の実績見込額を令和８年度に市町村が負担する費用として計上する（下記（２）参照）。

   なお、令和６年度の実績額（令和７年６月決算にて確定）と令和６年度予算額で市町村が負担する金額に差額が

   発生した場合は、その差額を令和８年度予算（令和７年９月策定）において市町村負担に加算する（約1,852万円）。

③プラスチックの協会経費から上記①②を除いた額を製品プラ等の再商品化に関係のある共通経費とし、６月に実施

   した調査で把握した容リプラと製品プラ等の申込見込量の比率で按分する。

④上記②と③を足した額を市町村が負担する製品プラ等の経費額とし、その額を製品プラ等の申込見込量で割った

   ものが市町村の負担する協会経費単価となる。

＜協会経費単価の計算方法／金額は税抜き＞ （単位：円）

（１）協会経費総額 1,113,914,000 令和８年度プラスチック容器事業部経費予算

（２）製品プラ等に関する品質調査・製品分析費 91,089,000 市町村負担、令和７年度実績見込額等より計算

（令和６年度不足分含む）

（３）製品プラ等の再商品化に直接関係のない経費

     として除かれる経費（特事関連経費）

①商工会議所等委託費・研修費 41,980,000 （全額特事分）

②申込書等印刷費・通信費 17,002,000 （特事向け）

③システム関連費 55,157,000 （特事向け）

④容リプラに関する品質調査・製品分析費 220,711,000 （容リ分・特事負担）

（参考／令和８年度予算額）

②申込書等印刷費・通信費 20,002,000 特定事業者と市町村の比率＝８５：１５

③システム関連費 190,217,000 過去実績をベースにステークホルダーごとに按分

④品質調査・製品分析費 311,800,000 設備調査費のうちベール品質調査・製品分析の費用

（４）製品プラ等に関する共通経費/（１）－（２）－（３） 687,975,000 容リプラと製品等プラの重量比で按分（97：3）

うち容リプラ・特事負担額 667,335,750

うち製品プラ等・市町村負担額（Ａ） 20,639,250

（５）令和７年度市町村引取見込量・６月調査（トン） 645,810 比率

うち容リプラの引取見込量 625,520 96.9
うち製品プラ等の引取見込量（Ｂ） 20,290 3.1

（６）市町村が負担する協会経費額/（２）＋（Ａ） 111,728,250 （令和７年度：74,419,240）

（７）市町村が負担する協会経費単価/（６）÷（Ｂ） 5,507 円／トン・税抜き（令和７年度：2,792円）

※市町村負担額＝市町村からの引取実績量×（落札単価＋協会経費単価）×消費税

（令和７年度経費予算：1,003,943,000）

334,850,000
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(3)プラスチックの協会経費から上記(1)(2)を除いた額を製品プラ等の再商品化に関係のある共通経費とし、６月に実施

   した調査で把握した容リプラと製品プラ等の申込見込量の比率で按分する。

(4)上記(2)と(3)を足した額を市町村が負担する製品プラ等の経費額とし、その額を製品プラ等の申込見込量で割った

   ものが市町村の負担する協会経費単価となる。

・商工会議所等委託費 申込見込量総量Ａ（トン）　 645,810 容リプラの割合Ｄ 97

・申込書等印刷通信費 容リプラの申込見込量Ｂ　 625,520 製品プラ等の割合Ｅ 3

・システム関連費 製品プラ等の申込見込量Ｃ　 20,290

・容リプラの品質調査

・製品分析の経費

1,002,185,750

5,507 （円/トン）

2,792 （円/トン）

1.97 （前年比）

（金額税抜き、単位：円）

プラスチック容器事業部の協会経費（令和８年度予算ベース）①

1,113,914,000

対象外経費② 対象経費④（共通経費/①−②−③）→　重量按分 対象経費③

（④×97/100） （④×3/100）

(特定事業者固有経費) 再商品化事業者・市町村・協会全般に関わる経費 （市町村固有経費）

334,850,000 687,975,000 91,089,000

・製品分析の経費

・令和６年度不足分

・製品プラ等の品質調査

共通経費のうち 共通経費のうち

特定事業者負担額⑤ 市町村負担額⑥

令和７年度市町村経費単価

667,335,750 20,639,250

特定事業者が負担する協会経費⑦（②＋⑤） 市町村が負担する協会経費⑧（③＋⑥）

111,728,250

令和８年度市町村経費単価　（⑧／Ｃ）
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